
給付基礎日額・保険料

　年間保険料は、保険料算定基礎額（給付基礎日額×365）にそれぞれの事業に定め
られた保険料率（表４参照）を乗じたものになります。
　なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合
には、その年度内の特別加入月数（１か月未満の端数があるときは、これを１か月と
します）に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

（注）特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨
　　てとなります。

年　間　保　険　料
年間保険料=保険料算定基礎額（注）×保険料率
（例１）建設の事業の場合
保険料率18/1000

（例２）個人タクシー事業の場合
保険料率12/1000

　給付基礎日額とは、保険料や、休業（補償）給付などの給付額を算定する基礎とな
るもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保
険料が安くなりますが、その分、休業（補償）給付などの給付額も少なくなりますの
で、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。
　給付基礎日額を変更したい場合は、事前（3月2日～3月31日）に「給付基礎日額変更
申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって、翌年度より変更
することができます。
　また、労働保険の年度更新期間中にも「給付基礎日額変更申請書」により当年度に
適用される給付基礎日額の変更が可能です。
　ただし、災害発生前に申請することが前提になります。給付基礎日額変更申請書を
提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められませ
んので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお勧めします。

自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業

再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
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表4　第２種特別加入保険料率表

表３　給付基礎日額・保険料一覧表

第１

25,000円
24,000円
22,000円

9,125,000円
8,760,000円
8,030,000円

164,250円
157,680円
144,540円
131,400円
118,260円
105,120円
91,980円
78,840円
65,700円
59,130円
52,560円
45,990円
39,420円
32,850円
26,280円
22,986円

109,500円
105,120円
96,360円
87,600円
78,840円
70,080円
61,320円
52,560円
43,800円
39,420円
35,040円
30,660円
26,280円
21,900円
17,520円
15,324円

　業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険
から給付が行われます。

ア　免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業（運転補助作業
　を含む）、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合

エ　請負工事に関する機械や製品を運搬する作業（手工具類程度のものを携行して通勤す
　る場合を除く）およびこれに直接附帯する行為を行う場合

ア　水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業およびこれらに直接附帯する行為
　を行う場合

ア　森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土場における作
　業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合

イ　突発事故（台風、火災など）により予定外に緊急の出勤を行う場合

オ　突発事故（台風、火災など）により予定外に緊急の出勤を行う場合

ウ　突発事故により予定外に緊急の出勤を行う場合

イ　請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合

イ　最終の発地から漁船まで、または漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合

①  個人タクシー業者、個人貨物運送業者

加入者ごとに
次に該当する場合に保険給付を受けることができます。
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